
第一六九回 

衆第三一号 

   地方自治法の一部を改正する法律案 

 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）の一部を次のように改正する。 

 第百条第十一項の次に次の一項を加える。 

  議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は

調整を行うための場を設けることができる。 

 第二百二条の五第五項中「第二百三条第一項」を「第二百三条の二第一項」に改める。 

 第二百三条第一項中「議会の議員、」を削り、同条第二項中「の中議会の議員以外の

者」を削り、「但し」を「ただし」に、「定」を「定め」に改め、同条第三項中「者」を

「職員」に改め、同条第五項中「、費用弁償及び期末手当」を「及び費用弁償」に改め、

同条第四項を削り、同条を第二百三条の二とし、第八章中同条の前に次の一条を加える。 

第二百三条 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければな

らない。 

  普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることが

できる。 

  普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することがで

きる。 

  議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなけ

ればならない。 

 第二百四条の二中「基く」を「基づく」に、「基かず」を「基づかず」に、「第二百三

条第一項」を「その議会の議員、第二百三条の二第一項」に改める。 

 第二百六条第一項中「、第二百四条」を「から第二百四条まで」に改める。 

 第三百四条第十項中「第二百三条第一項から第三項まで及び第五項並びに」を「第二百

三条の二及び」に、「第二百三条第二項及び第五項」を「第二百三条の二第二項及び第四

項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。 

 （地方公務員等共済組合法の一部改正等） 

第二条 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）の一部を次のように

改正する。 

  第百五十八条の二中「報酬額」を「議員報酬額（地方自治法第二百三条に規定する議

員報酬の額をいう。）」に改める。 

  第百六十四条の二第一項中「報酬」を「議員報酬（以下「議員報酬」という。）」に



改め、「期末手当」の下に「並びに同法第二百三条の二に規定する報酬及び費用弁償」

を加える。 

  第百六十六条第二項中「地方議会議員の報酬（地方自治法第二百三条に規定する報酬

をいう。以下同じ。）」を「地方議会議員の議員報酬」に、「その報酬」を「その議員

報酬」に、「議会の議員の報酬」を「議会の議員の議員報酬」に改め、同条第三項中

「第二百三条第四項」を「第二百三条第三項」に改め、同条第六項及び第七項中「報

酬」を「議員報酬」に改める。 

  第百七十条の二中「報酬」を「議員報酬」に改める。 

２ 前項の規定による地方公務員等共済組合法の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。 

 （昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法

律の一部改正） 

第三条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関す

る法律（昭和四十二年法律第百五号）の一部を次のように改正する。 

  第十三条第一項中「新法第百六十六条第二項」を「地方自治法の一部を改正する法律

（平成二十年法律第▼▼▼号）附則第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合

法第百六十六条第二項」に改める。 

 （地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第四条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百八号）の

一部を次のように改正する。 

  附則第百二十四条第一項中「新共済法第百六十六条第二項」を「地方自治法の一部を

改正する法律（平成二十年法律第▼▼▼号）附則第二条による改正前の地方公務員等共

済組合法第百六十六条第二項」に改める。 

 （市町村の合併の特例等に関する法律の一部改正） 

第五条 市町村の合併の特例等に関する法律（平成十六年法律第五十九号）の一部を次の

ように改正する。 

  第三十六条第六項中「第二百三条第一項」を「第二百三条の二第一項」に改め、同条

第七項中「第二百三条第一項から第三項まで及び第五項並びに」を「第二百三条の二及

び」に、「同法第二百三条第一項」を「同法第二百三条の二第一項」に、「第五項中」

を「第四項中」に改める。 

  第五十四条第一項中「第二百三条第二項及び第五項」を「第二百三条の二第二項及び

第四項」に改める。 

 （旧市町村の合併の特例に関する法律の一部改正） 

第六条 旧市町村の合併の特例に関する法律（昭和四十年法律第六号）附則第二条第六項

及び第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法の一部を次のように改

正する。 



  第五条の十八第六項中「第二百三条第一項」を「第二百三条の二第一項」に改め、同

条第七項中「第二百三条第一項から第三項まで及び第五項並びに」を「第二百三条の二

及び」に、「同法第二百三条第一項」を「同法第二百三条の二第一項」に、「第五項

中」を「第四項中」に改める。 

  第五条の三十六第一項中「第二百三条第二項及び第五項」を「第二百三条の二第二項

及び第四項」に改める。 



     理 由 

 普通地方公共団体の議会の実態等を踏まえ、議会活動の範囲を明確化する等のため、議

案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができることと

するとともに、議員の報酬に関する規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提

出する理由である。 


